
五泉市公益通報に関する事務処理要綱 

 

（目的） 

第 1 条 この要綱は、公益通報者保護法（平成 16 年法律第 122 号。以下「法」という。）

の趣旨に基づき、市民等又は市職員からの公益通報を適正に処理するため、市が講ずる

べき措置等に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第 2 条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

（1） 公益通報 市の行政運営に係る事項又は市（市の行政委員会を含む。以下同じ。）が

処分（命令、取消しその他公権力の行使に当たる行為をいう。以下同じ。）若しくは勧

告等（勧告その他処分に当たらない行為をいう。以下同じ。）を行う権限を有する事項

で、次のいずれかに該当するものについての市に対する通報をいう。 

  ア 法令（条例、規則等を含む。）に違反し、又はまさに違反が生じようとしている事  

項 

  イ 個人の生命、身体、財産その他の利益に重大な損害を加え、又はまさに加えよう

としている事項 

（2） 市民等 市職員以外の者 

（3） 市職員 市の職員で地方公務員法（昭和 25年法律第 261号）第 3条第 2項に規定す

る一般職の職員及び同条第 3項第 3号に規定する臨時又は非常勤の職員 

（公益通報の窓口） 

第 3条 市における公益通報の窓口（以下「通報窓口」という。）を、総務課秘書係に置く。 

2  通報窓口は、公益通報を受け付け、当該公益通報について第 5 条に規定する公益通報

調査委員会に報告するとともに、公益通報に関する相談に応じるものとする。 

第 4 条 通報窓口は、公益通報を受けるときは、公益通報を行おうとする者（以下「通報

者」という。）に対し、通報者の情報の保護について説明した上で、通報者の住所、氏名、

連絡先及び通報の内容となる事実について確認するとともに、原則として公益通報書（第

1号様式）の提出を求めるものとする。 

2  通報窓口は、公益通報が行われた場合において、当該通報の内容となる事実について、

市が処分又は勧告等をする権限を有しないときは、通報者に対して、当該権限を有する

行政機関（公益通報者保護法第 2条第 4項に規定する行政機関をいう。）を遅滞なく教示

するものとする。 

（公益通報調査委員会の設置） 

第 5条 公益通報を調査するため、公益通報調査委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

2  委員会は、副市長、教育長、総務課長、企画政策課長、財政課長、支所長をもって構

成する。 

3  委員会に委員長を置き、副市長をもってこれに充てる。 

4  委員会には、委員長が必要と認めるとき当該公益通報に関係する主管の長を、臨時の

委員として加えることができるものとする。 

5  委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指定した委員がそ

の職務を代理する。 

（委員会の会議） 

第 6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。 

2  委員長は、必要があると認めるときは、当該公益通報に関係する者その他参考人の出

席を求め、事情を聴くことができる。 

3  委員会の会議は、非公開とする。 

 

 



（委員会の調査） 

第 7 条 委員会は、第 3 条第 2 項に規定する報告を受けたときは、通報の内容となる事実

について、調査を行うものとする。 

2  委員会は、調査を行うときは、通報者の秘密を守るため、公益通報に基づく調査であ

ることが判明しないよう十分配慮しつつ、遅滞なく、必要かつ相当と認められる方法に

より行うものとする。 

3  委員会は、必要があると認めるときは、委員長が指名する市職員に、委員会が指定す

る事項について調査を行わせることができる。 

4  委員会は、調査の結果を市長に報告するものとする。 

（措置） 

第 8 条 市長は、委員会による調査の結果、通報の内容となる事実があると認められると

きは、速やかに、法令に基づく措置又は是正及び再発防止のために必要と認める措置を

とらなければならない。 

（通報者への通知） 

第 9 条 市長は、通報者に対し、調査の結果及び措置した内容を、公益通報調査結果及び

措置通知書（第 2号様式）により遅滞なく通知するものとする。 

2  市長は、前項の通知をするときは、利害関係人の秘密、信用、名誉、プライバシーそ

の他の必要な事項に配慮し、当該事項を侵すこととなるおそれがあるときは、通知しな

いものとする。 

3  通報者が匿名であるとき又は通知を希望しないときは、第 1項の規定は適用しない。 

（秘密の保持等） 

第 10条 委員会の委員及び第 7条第 3項に規定する委員会が指定する市職員並びに総務課

庶務文書係に所属する職員（以下「委員等」という。）は、公益通報の調査に関して知り

えた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 

（利益相反関係の排除） 

第 11条 委員等は、自ら関係する事実についての公益通報の調査に関与してはならない。 

（通報者の保護） 

第 12条 通報者の保護は、公益通報者保護法に定めるもののほか、次項に定めるところに

よる。 

2  公益通報をしたことを理由として不利益な取扱いを受け、又は受けるおそれがあると

判断した市職員は、その旨を委員会に対して通報することができる。 

3  委員会は、前項の規定により通報を受けた場合は、当該通報について調査し、必要と

認めるときは、その改善又は防止のために適切な措置を講ずるものとする。 

（他の行政機関への協力） 

第 13条 委員会は、他の行政機関から公益通報に係る調査等について協力を求められたと

きは、正当な理由があるときを除き、必要な協力を行うものとする。 

（公益通報の記録） 

第 14条 公益通報の処理が終了したときは、通報窓口において公益通報措置票（第 3号様

式）を作成し、保存するものとする。 

（その他） 

第 15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

附 則 

 この要綱は、平成 21年 4月 1日から施行する。 



様式第 1号（第 4条関係） 

 

公  益  通  報  書 

 

年  月  日 

 

五泉市長 様 

 

                  通報者 所属部署                

                      役  職                

                      氏  名                

 

希望する連絡方法 □ 電話 □ 電子メール □ 郵送 □ その他（        ） 

通 

 

 

報 

 

 

内 

 

 

容 

件 名  

①通報対象者            事業所名               

 部   署            

②通報の内容 

《いつ》 

《どこで》 

《どのような内容》 

 

 

 

③内容を知った経緯 

 

 

 

④対象となる法令違反等 

 

 

 

⑤特記事項 

 

証拠書類等の用意  □ 有（                    ） 

□ 無 

結果等の通知    □ 希望する     □ 希望しない 

※匿名での通報の場合は通知できません。 

 

（受理状況） 

受付年月日 年  月  日 受付担当者 所属    氏名 

通 報 手 段 □ 面会 □ 電話 □ 電子メール □ 郵送 □ その他(             ) 

 



様式第 2号（第 9条関係） 

 

公益通報調査結果及び措置通知書 

 

                                 第     号 

                                 年  月  日 

 

住所 

 

氏名         様 

 

                               五泉市長 

 

   年  月  日付けで受理した公益通報について、調査の結果及び措置した内容を、

五泉市公益通報に関する要綱第 9条第 1項の規定により通知します。 

 

件  名  

調査の結果 

措置の内容 

 



様式第 3号（第 14条関係） 

 

公 益 通 報 措 置 票 

 

通知番号           

 

通報受付日 年  月  日 受付担当者 所属      氏名 

通 報 者 

住 所 

 

氏 名 

 

連絡先 

件  名  

通報の概要 

 

法令違反  

調査期間 年  月  日から  年  月  日まで 

調査の内容 

 

調査の結果 

 

措置の内容 

 

調査結果及び措置通知年月日    年  月  日  □ 希望していない 

特記事項 

 

 


